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工事契約の収益認識に関する検討

佳小眺

概要 本稿 は国際会計基準審議会 と米国財務会計基準審議会が提案 した収益認識 に関す る当

初取引価格 アプローチが工事契約の収益認識へ及ぼす影響を明確 にし,意 思決定有用性の観

点か ら,当 該ア プローチ に基づ く収益情報の有用性の有無を検討 しよ うとす るものであ る。

まず,新 しい収益認識原則の開発 にお ける資産負債 アプローチの必要性を述べた上で,資 産

負債 アプ ロー チに基づ いて提 案 され た当初取 引価 格ア プローチの特徴 を明 らか にす る。次

に,当 初取 引価格 アプ ロー チが現 行の工事 進行基準 へ及 ぼす影 響 につ いて検討す る。最 後

に,当 初取 引価格 アプ ロー チに基 づ く工事契 約の収益 数値の有用性 の有無 につい て分析 す

る。

Abstract The purpose of this paper is to clarify the effects on construction con-

tracts from the original transaction price approach that IASB and FASB have sug-

gested, and to analyze usefulness of revenue information from the point of decision 

usefulness of financial information. This paper firstly discusses the necessity of 

asset-liability approach for revenue recognition and makes the characters of the 

original transaction price approach clear. Secondly, this paper studies the effects 

on the percentage of completion method from the original transaction price 

approach. In the end of this paper, it analyzes usefulness of revenue numbers 

about construction contracts.
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1研 究の目的と背景

本 稿 は,国 際会 計 基 準 審 議 会(以 下,IASB)と 米 国財 務 会 計 基 準 審 議 会(以 下,FASB)

の 収 益 認 識 に関 す る共 同 プ ロ ジ ェ ク トに お いて 開 発 され た新 たな 収 益 認 識 原 則 が 工 事 契 約

の 認 識 へ 及 ぼす 影 響 を 明 らか に し,新 しい収 益 認 識 原 則 に基 づ く収 益 数 値 の 有 用 性 を 検 討

しよ う とす る もの で あ る。

す で にFASBの 討 議 資 料 「顧 客 契 約 に 基 づ く収 益 認 識 に 関 す る 予 備 的 見 解(FASB

2008)」(以 下,討 議 資 料)が 指 摘 して い る よ うに(FASB2008,par.1.1),従 来 の 収 益 認

識 基 準 で あ る実 現 稼 得 過 程 ア プ ロ ー チ につ いて は,そ の 解 釈 が 曖 昧 で あ った こ とか ら,ア

メ リカの 会 計 実 務 に お いて 収 益 の 早 期 計 上 や 過 大 表 示 な どの 問 題 伊2005)が 発 生 した 。

IASBとFASBは,そ の問 題 の解 決 を図 る た あ に,2002年6月 か ら収 益 認 識 に関 す る共 同

プ ロ ジ ェ ク トに着 手 し,「 実 現 稼 得 過 程 基 準 か らの離 脱 」(津 守2003,p.22)を 意 図 して,

資 産 と負 債 の 変 動 に基 づ く包 括 的 な 収 益 認 識 原 則 の 開 発 を進 めて きた 。

IASBとFASBは,そ の プ ロ ジ ェ ク トに お け る紆 余 曲 折 の議 論 を経 て,2008年12月 に討

議 資 料 を公 表 し,そ の 中で 現 在 出 口価 格 ア プ ロー チ(currentexitpriceapproach)と 顧

客 対 価 で 履 行 義 務 を測 定 す る 当初 取 引 価 格 ア プ ロ ー チ(originaltransactionpriceap-

proach)の2つ を検 討 した。 討 議 資 料 は,結 果 と して 当初 取 引 価 格 ア プ ロー チの 暫 定 的 な

採 用 を提 案 した。 な お,そ れ らの 収 益 認 識 ア プ ロ ー チ は,以 下 の 諸 基 準 の 収 益 認 識 を 検 討

の 対 象 か ら除 いて い る(FASB2008,pars.S10-11)。

①SFAS133号 「デ リバ テ ィ ブ及 びヘ ッジ活 動 に関 す る会 計 処 理 」 とIAS39号 「金 融

商 品:認 識 及 び測 定 」 に含 まれ る金 融 商 品 契 約 と一 部 の 非 金 融 商 品 契 約

②SFAS60号 「保 険 企 業 の 会 計 処 理 と報 告 」 とIFRS4号 「保 険 契 約 」 に含 まれ る保

険 契 約

③SFAS13号 「リー ス 会 計 」 とIAS17号 「リー ス」 に含 ま れ る リー ス契 約

上 記 の 討 議 資 料 に よれ ば,履 行 義 務 の 遂 行 に焦 点 を 合 わ せ,契 約 資 産 の 増 加 や 契 約 負 債

の 減 少(あ る い は両 者 の結 合)が 生 じる と き に,収 益 を認 識 す る こ とが原 則 とな って い る。

中で も,そ の 収 益 認 識 原 則 に お け る履 行 義 務 の 遂 行 につ いて は,資 産 の 支 配 の 移 転 が 具 体

的 な 基 準 と して 提 示 され,支 配 の 移 転 の 時 点 で 収 益 認 識 を 行 う考 え 方 を 当 初 取 引 価 格 ア プ

ロ ー チ と呼 ん で い る。

その 当初 取 引 価 格 ア プ ロー チの 暫 定 的 な 採 用 に よ り,こ れ まで,工 事 進 行 基 準 が 適 用 で

一280(280)一



工事契約の収益認識に関する検討(挑)

きた工事契約の多 くについて,工 事完成基準に基づいて収益認識が求められる可能性が日

本において議論されている(企 業会計基準委員会2009a)。 そこでの論点は,工 事契約を遂

行する企業の期間収益が著 しく変動することにな り,業 績指標としての利益の有用性が相

対的に低下するのではないかという点である。

そこで,以 下では,工 事契約の収益認識の時点に焦点をあてて,支 配の移転の時点で収

益認識を行 う当初取引価格アプローチに基づ く収益数値は,企 業の将来キ ャッシュ ・フ

ローの予測に有用な情報を提供することができるかどうかについて,次 の3つ の課題に関

連させて考察 しようとするものである。

(1)資 産負債アプローチに基づ く収益認識

(2)当 初取引価格アプローチが現行の工事進行基準へ及ぼす影響

(3)当 初取引価格アプローチに基づ く工事収益数値の有用性

次に,資 産負債アプローチに基づ く収益認識の必要性をまず明らかにしておきたい。

H資 産負債アプローチに基づく収益認識

1伝 統的な期間損益計算の限界

企業会計の基礎理論は,産 業基盤の構造変化に応 じたビジネスモデルを想定 し,グ ロー

バル化 した市場経済のニーズを組み入れつつ発展 してきた。その理論の発展の特徴は,ビ

ジネスモデルの変化に対応する形で会計理論が発展 し,プ ロダク ト型会計からファイナン

ス型会計,さ らにはナレッジ型会計へと変貌を遂げているところにある(1)。

プロダク ト型会計理論は,資 本主への受託責任に基づ く説明責任を重視するために,企

業を生産単位としての事業単位として捉え,そ の生産の効率性の達成時点を収益実現のと

きとして期間に限定 し,そ れに対応する形で財貨費消を関連付けることで,期 間的,発 生

的にみて適正な損益を確定することに期間損益計算の中心的課題があった。この場合,損

益は 「時点概念」ではな く 「期間概念」に属 し,期 中の企業活動を通 じたプロダク ト(生

産活動)か らのみ利益は稼得されるという基本認識のもとで,フ ロー重視の計算体系が構

築されていた。そこでは,ス トックは取得原価で評価されることから,原 則として損益は

生 じないという構図となっている(浦 崎2002,pp.23-24)。

しか し企業を取 り巻 く経済環境の変化により収益費用アプローチに基づ く伝統的な期間

損益計算の限界が顕著になってきた。たとえば,リ ース取引やデリバティブ取引は簿外処

理とされ,そ れ らの取引により生 じた多額の負債や損失は計上されず,自 己責任で意思決
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定 を行 う投 資 者 の 合 理 的 意 思 決 定 が 妨 げ られ て き た。 そ こで,リ ー ス取 引 の 資 本 化 や 金 融

商 品 を 中心 と した資 産 と負 債 の 時 価 評 価 な い し公 正 価 値 測 定 が 制 度 化 され て きた 。

この よ うな 会 計 処 理 が 妥 当性 を有 す るの は,FASB概 念 フ レー ム ワー ク第5号(以 下,

SFAC5号)が 包 括 利 益 とい う利 益 概 念 を 導 入 し,資 産 負 債 ア プ ロー チ に基 づ く企 業 利 益

計 算 へ 転 換 した こ と を論 拠 と して い る もの と考 え る こ とが で き る。 ス トックを 重 視 す る資

産 負 債 ア プ ロ ー チ は,フ ロ ーを 重 視 す る収 益 費 用 ア プ ロ ー チ に基 づ いて 認 識 ・測 定 で きな

い よ うな 項 目の 認 識 ・測 定 を 可 能 に し,そ の 結 果 と して 包 括 利 益 を 計 算 す る こ とが で き る

の で あ る(2)。

上 述 した よ う に,資 産 負 債 ア プ ロー チ と収 益 費 用 ア プ ロー チ は,会 計 上 の 利 益 決 定 方 式

に関 す る2つ の 考 え 方 で あ る。FASBは,1976年 の 討 議 資 料 にお い て,資 産 負 債 ア プ ロー

チ につ いて,次 の よ う に規 定 して い る(FASB1976,par.34,津 守1997,par.34)。

① 「利 益 とは1期 間 に お け る営 利 企 業 の正 味資 源 の増 分 の測 定 値 」 で あ り,「 資 産 ・負

債 の 増 減 額 」 で あ る。

② 収 益 は,「 当該 期 間 に お け る資 産 の増 加 及 び負 債 の減 少 」 で あ る。

③ 費 用 は,「 当該 期 間 に お け る資 産 の減 少 及 び負 債 の増 加 」 で あ る。

か くて,「 財 務 会 計 に お け る基 本 的 な測 定 プ ロ セ ス は,資 産 ・負債 の 属 性 及 び そ れ らの

変 動 を測 定 す る こ と」 で あ り,そ の 「測 定 値 相 互 間 の 差 額 」,あ る い は,「 当 該 各 測 定 値 の

変 動 額 」が 利益 と して 捉 え られ る。 そ の よ う に理 解 す るな らば,「 利 益 は必 然 的 に所 有 者 持

分 の 増 加 」 とな る(FASB1976,par.36)。 これ に対 して,「 収 益 費 用 ア プ ロー チ」 は,利

益 を 「企 業 の効 率 の 測 定 値 」 とみ な し,「1期 間 の 収 益 と費 用 との 差 額 」 と して定 義 す る

(武 田2008a,p.113)。

これ まで,資 産 負 債 ア プ ロー チ と収 益 費 用 ア プ ロー チ(実 現 稼 得 過 程 ア プ ロー チ と 同義

の 用 語 と して 代 替 的 に用 い る)に 基 づ く利 益 計 算 の 特 徴 を明 らか に して きた 。 次 に,上 記

の 両 ア プ ロ ー チ に基 づ く収 益 認 識 の 差 異 を 比 較 し,資 産 負 債 ア プ ロー チ に基 づ く収 益 認 識

が 一 定 の 観 点 の も とで 理 論 的 妥 当性 を有 す る こ と を明 らか に した い。

2資 産負債アプローチに基づく包括的な収益認識原則の理論的妥当性

収益の定義については,IASB概 念フレームワークもFASB概 念フレームワークも,資

産の増加または負債の減少に焦点を合わせている一方で,収 益認識基準としている実現稼

得過程アプローチの特徴は稼得過程に焦点を合わせ,販 売時点で利益を稼得 し,実 現する

と仮定することである。その結果,収 益の定義と認識基準について一貫 した取扱いがなさ
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れていない。

SFAC5号 は,収 益費用アプローチに基づ く伝統的な収益認識基準である実現稼得過程

アプローチについて,(a)実 現 したまたは実現可能,あ るいは(b)稼得 したという2つ の要件

を規定 している(3)(FASB1984,par.83,平 松・広瀬1990,par.83)。 フロー計算を重視す

る収益費用アプローチは,収 益認識を行う際に 「実現 ・稼得」概念を用い,実 現基準 ・発

生基準 ・対応原則を適用 し,ス トックの変動をフローの認識結果として表現す る。 しか

し,実 現稼得過程アプローチにおける収益の認識には次のような実務上の問題点がある。

① 収益計上をめぐる不正問題及び会計上の不祥事の発生を契機として収益の会計処理

に関する問題が浮上 してきたことω。

② 収益認識時点の決定は,経 営者の判断により異なっているため,類 似する契約に対

して異なる会計処理が行われ,財 務報告の比較可能性が損なわれることがあること(5)。

次に,FASBに よる複数要素契約の収益認識の事例を用いて,収 益認識における資産負

債アプローチと実現稼得過程アプローチとの差異を明 らかにする。

事例1一 複数要素契約の収益認識

家電小売業者 は,テ レビを1台250ド ルで製造業者か ら仕入れ,300ド ルで販売 してい る。小売

業者は,テ レビの販売 とともに,製 造業者の1年 間の製品保証 に加えて さらに2年 間の延長保証

サー ビスを1台100ド ルで販売 してい る。その保証料 は返金不可能であ る。過去の実績に よれば,

延長保証期間 中に,10台 に1台 の割合で修理あ るいは交換が行われてお り,そ の平均 コス トは140

ドルであ る。小売業者 は,当 該サー ビスを1台 あた り30ド ルで修理業者 に委託す る場合をケー ス

A,自 ら製品保証業務を行 う場合をケースBと す る。

2002年6月1日,小 売業者は2年 保証付 きのテ レビを10台 販売 し,全 額の代金を受 け取 った。

出 典:FASB(2003)ProjectUpdates(August18),TheRθ γθη配Recog〃 ∫'∫oηPr(卿 砿

FASB(2003)の 事 例 に よ り,実 現 稼 得 過 程 ア プ ロ ー チ に基 づ く収 益 認 識 と資 産 負 債 ア

プ ロ ー チ に基 づ く収 益 認 識 は,2002年6月1日 時 点 に お いて 以 下 の 図 表1の よ う にな る。

図表1

資産負債 アプローチ実現稼得過程 アプローチ

3,700ド ノレ4,000ド ル 又 は3,700ド ルケ ー スA

3,700ド ノレ3,000ド ノレケ ー スB

実現稼得過程アプローチによれば,延 長保証サービスはテレビとともに販売され,代 金

は全額で回収されかつ返金不可能であるため,こ の時点で 「実現」 したことになる。 した
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が っ て,収 益 の 認 識 は,「 稼 得 プ ロ セ ス」 とは何 か,そ して,そ の よ うな 稼 得 プ ロセ スが

実 質 的 に完 了 して い るか ど うか に依 存 す る。 この 事 例 に お いて,遂 行 され た 活 動 に対 す る

収 益 認 識 は,残 され る将 来 の 活 動 が どの よ う に遂 行 され るか に依 存 す る。 す な わ ち,延 長

保 証 サ ー ビス は,第 三 者(修 理 業 者)に よ って 遂 行 され るか,あ る い は小 売 業 者 に よ って

遂 行 され るか 。 したが って,2002年6月1日 に認 識 され る収 益 額 は,延 長 保 証 サ ー ビ スの

履 行 に関 す る経 営 者 の 意 図 に依 存 す る。

ケ ー スAで は,第 三 者(修 理 業 者)が 保 証 サ ー ビスを 引 き受 け る こ と に よ り,テ レビの

販 売 と延 長 保 証 サ ー ビス に関 す る稼 得 プ ロセ ス は,販 売 日に お い て 完 了 した。 した が っ

て,小 売 業 者 は延 長 保 証 サ ー ビスの 代 理 人 と して 見 な され,6月1日 に認 識 され る収 益 額

は,4,000ド ル(10×(300+100))も し くは3,700ド ル(10×(300+100-30))と な る。 ケ ー

スBで は,小 売業 者 は,延 長 保 証 サ ー ビス を 自 ら遂 行 す る とい う こ とを意 識 して い る の で,

テ レ ビの 販 売 に関 す る稼 得 プ ロセ ス は,6月1日 に完 了 した と考 え られ る。 そ の 結 果,6

月1日 に小 売 業 者 は,テ レ ビに 関 す る3,000ド ル の収 益 を認 識 し,延 長 保 証 サ ー ビ ス に関 す

る1,000ド ル の 収益 を繰 り延 べ る。

ケ ー スAと ケ ー スBの いず れ の 場 合 に お いて も,小 売 業 者 は,同 様 な 活 動,す な わ ち,

テ レ ビの 販 売 ・引渡 と延 長 保 証 サ ー ビス の販 売 を遂 行 した。 しか し,実 現 稼 得 過 程 ア プ

ロ ー チ に基 づ いて,6月1日 に お い て,ケ ー スAは,4,000ド ル あ る い は3,700ド ル の 収 益 を

認 識 し,ケ ー スBは,3,000ド ル の 収 益 を 認 識 す る。 この2つ の ケ ー ス で は,実 現 した 金 額

は 同額 で あ るが,稼 得 プ ロセ ス に関 す る解 釈 が 異 な る た め,認 識 され る収 益 額 が 異 な る結

果 とな る。

その 一 方,資 産 負 債 ア プ ロ ー チ に よれ ば,小 売 業 者 は,延 長 保 証 サ ー ビ スを 自 ら遂 行 す

るか あ る い は第 三 者 に委 託 す るか にか か わ らず,取 得 した資 産 の 増 加 あ る い は負 債 の 減 少

に焦 点 を あ わ せ,販 売 時 点 に お い て4,000ド ル の 代 金 を 受 け取 る権 利(資 産)か ら300ド ル

の 延 長 保 証 サ ー ビスを 提 供 す る義 務(負 債)を 引 い て,ケ ー スAも ケ ー スBも 同額 の3,700

ドル の 収 益 を認 識 す る。

上 記 の分 析 に よ り,IASB概 念 フ レー ム ワー ク とFASB概 念 フ レー ム ワ ー ク に お け る

収 益 の 定 義 を勘 案 す る と,資 産 負 債 ア プ ロー チ に基 づ く収 益 認 識 基 準 は,理 論 的 に収 益 の

定 義 と整 合 して い る。 ま た,実 現 稼 得 過 程 ア プ ロ ー チ に基 づ く収 益 額 は経 営 者 の 裁 量 的 判

断 に よ り左 右 され る可 能 性 が 高 い こ と に対 して,資 産 負 債 ア プ ロー チ に よ る場 合 に は,経

営 者 の 意 図 に左 右 され ず,1つ の 収 益 認 識 額 が 導 か れ る。 その た め,資 産 負 債 ア プ ロー チ

は,包 括 的 な 収 益 認 識 原 則 の 開 発 に お いて,重 要 な 位 置 を 占 め る と理 解 で き るの で あ る。
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工事契約の収益認識に関する検討(挑)

IASBとFASBは2002年6月 に収益認識に関する共同プロジェク トを立ち上げてか ら,

様々な議論を経て,2008年12月 に討議資料 「顧客契約に基づ く収益認識に関する予備的見

解」を公表 し,当 初取引価格アプローチを提案 した。以上の議論を踏まえて,次 に,当 初

取引価格アプローチに基づ く収益認識 ・測定の仕組みについて検討 したい。

31ASBとFASBの 予 備 的見 解 に お け る 当初 取 引 価 格 ア プ ロ ー チ

IASBとFASBは,従 来,収 益 は,企 業 の 「通 常 」 あ るい は 「進 行 中の 主 要 な また は 中

心 的 な 」 活 動 を構 成 す る財 や サ ー ビスの 提 供 と関 連 して 生 じる資 産 ・負 債 の 変 動 に よ り発

生 した と定 義 して い る(FASB1985,par.78,平 松 一 夫 ・広 瀬 義 州1990,par.78)。 討 議

資 料 で は,そ の よ うな収 益 定 義 を勘 案 した うえ で,収 益 は顧 客 契 約 に お け る企 業 の ネ ッ ト・

ポ ジ シ ョ ン(6)の増 加 に基 づ い て 認 識 され な けれ ば な らな い と提 案 した(FASB2008,par.

S14)。

そ の よ うな 観 点 か ら収 益 認 識 原 則 は次 の よ うに 提 示 され て い る。 「顧 客 契 約 に お い て,

契 約 資 産 の 増 加 ま た は契 約 負 債 の 減 少(あ る い は両 者 の 結 合)が 生 じる と き に,収 益 は認

識 され る(FASB2008,par.2.35)。 」

次 に,収 益 の 測定 が履 行 義 務 との 関係 で説 明 され て い る討 議 資料 で は,「 企 業 の 履 行 義 務

と は資 産(財 や サ ー ビス)を 顧 客 へ 移 転 す る契 約 上 の約 定 で あ る(FASB2008,par.3.2)」

と定 義 し,履 行 義 務 の遂 行(す な わ ち,支 配 の 移 転)は 支 配 に 焦 点 を 当 て て 把 握 さ れ る

(FASB2008,par.4.18)」 。 また,約 定 され た(複 数 の)資 産 を 異 な る時 点 に移 転 す る取 引

に対 して は,顧 客 へ 資 産 を 移 転 す る パ タ ー ンを 忠 実 に 表 現 す るた め に,契 約 上 の 約 定 が

個 々の 履 行 義 務 に分 割 され る必 要 が あ る と指 摘 され て い る(FASB2008,pars.3.24-3.25)。

契 約 開 始 時 点 に お け る履 行 義 務 の 測 定 は,現 在 出 口価 格 ア プ ロー チ と当 初 取 引 価 格 ア プ

ロ ー チの2つ が あ る。IASBとFASBは,収 益 認 識 のパ タ ー ン,複 雑 性 及 び誤 謬 の リス ク

と い う3つ の 点 か ら,現 在 出 口価 格 ア プ ロ ー チを 却 下 し,当 初 取 引 価 格 ア プ ロー チを 採 用

す る と決 定 した(FASB2008,pars.5.17-5.33)。

当初 取 引 価 格 ア プ ロ ー チ に基 づ く収 益 認 識 ・測 定 の 概 要 は,図 表2の よ う に ま と め る こ

と が で き る。IASBとFASBが 提 案 した 当 初 取 引価 格 ア プ ロ ー チ は,履 行 義 務 を契 約 開

始 時 点 に取 引 価 格 で 測 定 し,取 引 価 格 を 履 行 義 務 の 基 礎 とな る財 や サ ー ビ スの 独 立 販 売 価

格(7)(standalonesellingprice)に 基 づ い て履 行 義 務 ご と に配 分 す る。 ま た,契 約 開 始 時

点 後,企 業 が 顧 客 へ 資 産(財 や サ ー ビス)を 移 転 す る こ と に よ り事 後 測 定 を 行 い,履 行 義

務 が 不 利(8)(onerous)と 判 断 され な い 限 り,当 初 履 行 義 務 に配 分 され た 金 額 を そ の 後 更 新
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し な い こ と で あ る た め,取 引 価 格 配 分 ア プ ロ ー チ(allocatedtransactionpriceap-

proach)と も 呼 ば れ る(FASB2008,par.5.83)。

図表2当 初取引価格アプ ローチの概要

当初取引価格ア プローチ会計手続契約の プロセ ス

契約 開始 時点 における履 行義務 が取 引価格(顧 客 の約定 対

価)で 測定 され る。
履行義務の測定

不可。

契約開始時点 に履行義務の測定値 と権利の測定値 と同額で

あ るため,契 約資産 も収益 も生 じない。

収益の計上

可。

契約 開始 時点に履行義務 を遂行す るための予想 コス トが取

引価格を超え る場合。

損失の計上

企業は独立販売価独立販売価 格が観察不 可能な場合 には,

格を見積 もる必要があ る。
見積 もりの適用

当初測定
(契約開始時点)

履行義務が遂行 され る時点

(財やサー ビス に関す る支配が顧客へ移転 され る時点)
収益認識の時点

個 々の履行義務が遂行 された ときに,収 益は認識 され る。収益の計上

契約開始時点に財や サー ビスの独立販 売価格 に基 づいて,

当該履行義務 に配分 された取引価格
収益額決定の方法

事後測定
(契約開始時点後)

当該履行義務 は不利であ る場合に限 り(履行義務の遂行 に関

す る企業の予測 コス トが履行義務の簿価を上回 るとき),再

測定が行われ る。

再測定の判断

履行義務 は当該履行義務 の遂行 に関す る企業の予測 コス ト

で再測定 され,企 業 は契約損失 と認識す る。

履行義務が不利な
場合の会計処理

再測定

出所:図 表2はAAA・FASB2007(pars.87-98)とFASB2008(pars.5.25-5.86)に 基 づ い て 筆

者 が ま とあ た もの で あ る。

当初取引価格アプローチにおける資産の 「支配の移転」の時点に,収 益が認識されると

いう考え方は,現 行の工事進行基準に大きな影響を与える可能性がある。次に,資 産の支

配の移転という考え方を明 らかにした上で,当 初取引価格アプローチが工事進行基準へ及

ぼす影響について検討する。



工事契約の収益認識 に関す る検討(挑)

皿 当初取引価格アプローチが現行の工事進行基準へ及ぼす影響

11ASBとFASBの 討議資料における履行義務の遂行に関する判断

収益認識に関する討議資料では,履 行義務が顧客契約において顧客へ資産を譲渡する企

業の約定であると説明 し,履 行義務の遂行は,約 定された資産がいつ顧客へ譲渡されるか

に依存すると説明 している。顧客が資産を受領するときに,資 産の譲渡に関する企業の義

務は存在 しな くなるため,当 該義務は遂行されたことになる(FASB2008,par.4.4)。

IASBの 資産の定義 とFASBの 資産の定義により,顧 客は,約 定された資産の基礎 と

なっている資源を支配するときに,当 該資産を所有する。通常,財 をいつ顧客へ譲渡する

かを判断する際に,企 業は当該財が顧客に支配されるか否か,ま た,顧 客の資産となるか

否かによって判断する(9)。同様に,サ ービスをいつ顧客へ提供するかを判断する際に,企

業は,顧 客が約定 されたサー ビスを享受 したか否かに依存 して判断す る(FASB2008,

pars.4.4-4.7)o

討議資料では,顧 客が約定された財やサービスを受領するときに(す なわち,資 産の支

配は移転される),企 業は履行義務を遂行 し,収 益を認識す ると説明しているから,提 案さ

れたモデル(当 初取引価格アプローチ)に おける収益は,企 業の財やサービスを生産する

企業の活動それ自体よりも,む しろ約定された財やサー ビスを顧客へ譲渡することを反映

する。 したがって,契 約遂行の開始における企業の活動において,履 行義務の遂行と顧客

への資産の譲渡が同時に行われる場合に限 り,収 益を認識する(FASB2008,par.4.)。

このような考え方は,多 くの場合において国際会計基準第18号 「収益」(以 下,IAS18

号)に おける財の 「所有に伴う重要な リスクと経済価値」と一致 しているが,異 なる場合

もある。例えば,返 品権付きの試用販売について,顧 客は引渡時点に代金を支払うか試用

期間が経過 したときに代金を支払うかにかかわ らず,企 業は商品の返品に関するリスクを

負う。資産の支配の観点に基づいて,顧 客が引渡時点に代金を支払う場合には,当 該商品

の支配は顧客に属するが,試 用期間が経過 したときに顧客が代金を支払う場合には,当 該

商品の支配は企業に属する(FASB2008,pars.4.10-4.19)。

資産の支配の移転を重視することは,資 産の移転に焦点を合わせる現行の収益の定義お

よび所有に伴うリスクと経済価値に焦点を合わせる収益認識基準との不整合を解消 し,実

現や稼得過程に関する曖昧な解釈がもたらす収益認識時点の不明瞭性を補完することがで

きるとみられる(企 業会計基準委員会2009a,par.125)。 しかし,IASBとFASBは 資
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産 の 支 配 の 移 転 につ いて の 解 釈(1①を 統 一 して いな いた め,収 益 認 識 時 点 につ いて の 解 釈 の

余 地 が 残 され て い る。

2工 事契約に関する日本の現行基準

企業会計基準委員会は,工 事契約に係る収益およびその原価に関 し,施 工者の会計処理

及び開示について定めることを目的として,2007年12月27日 に企業会計基準第15号 「工事

契約に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第18号 「工事契約に関する会計基準

の適用指針」を公表 し,工 事契約に関する会計基準は,2009年4月1日 以降開始事業年度

か ら原則適用されている。

企業会計基準第15号 においては,「工事契約に関 して,工 事の進行途上においても,そ の

進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用 し,こ の要件を

満たさない場合には工事完成基準を適用する(企 業会計基準第15号,9項)」 と規定 して

いる⑪。また,工 事進行基準の会計処理について,工 事進行基準を適用する場合には,工 事

収益総額 工事原価総額および決算日における工事進捗度を合理的に見積もり,こ れに応

じて当期の工事収益および工事原価を損益計算書に計上 し,決 算 日における工事進捗度

は,原 価比例法およびより合理的に工事進捗度を把握することが可能な見積方法などを用

いて見積もる。工事完成基準を適用する場合には,工 事が完成 し,目 的物の引渡を行った

時点で,工 事収益および工事原価を損益計算書に計上すると規定 している(企 業会計基準

第15号,14-18項)。

繰 り返すまでもな く,収 益の認識は,通 常,実 現主義を原則としている。 しか し,工 事

進行基準は実現主義の例外的な措置として,発 生主義の考え方を適用 した基準である。長

期請負工事については,契 約によってあらか じめ収益の獲得が保証されているため,そ の

実現可能性が高いこと,工 事の完成まで収益を計上 しない実現主義を厳密に適用すると,

企業の実態を歪めかねないことが,工 事進行基準が認められている根拠となっている。

工事契約の会計基準により,工 事契約の収益認識に関する日本の取扱いは,現 行の国際

的な会計基準第11号 「工事契約」(1995年 発効)に おける取扱いと概ね同様の内容 となっ

ている。 しか し,収益認識 に関する討議資料の提案は,こ のような現行の取扱いに関して,

大きな変更を迫る可能性がある。すなわち,今 まで工事進行基準が適用できた工事契約の

中で工事中の資産が継続的に顧客へ移転 しない工事契約について,完 成引渡時点に一括 し

て収益認識が求められることになる可能性がある。以下では,収 益認識に関する討議資料

の提案が工事進行基準へ及ぼす影響について検討する。

-288(288)一



工事契約の収益認識 に関す る検討(挑)

3資 産の支配の移転が工事進行基準へ及ぼす影響

提案された当初取引価格アプローチは,顧 客が建設の進捗に応 じて財やサービスに対す

る支配を獲得する場合にのみ,そ れに対応する収益を認識することになる(FASB2008,

S28)。 すなわち,提 案モデルでは,契 約上の履行義務を遂行する上で,顧 客に提供すべき

個々の財やサービスの支配の移転で収益を認識するため,工 事の履行に伴い投下 される

個々の材料(財)や,建 設作業(サ ービス)に 対する支配が,そ の都度顧客に移転 してい

るか否かで,進 捗に応 じた収益認識となるか否かが決まることになる(FASB2008,pars.

4.38-4.48)o

投下される材料や建設作業に対する支配が,顧 客に移転するとみるべき場合には,個 々

の材料の移転義務および,建 設作業の個々のステップを行う義務は,そ れぞれ別個に識別

すべき履行義務であり,そ れ らが遂行されるごとに,各 履行義務に配分された顧客対価を

収益として認識 していくことになる。逆に,投 下される材料や建設作業に対する支配が,

顧客に移転するわけではな く,た とえば,建 物の完成引渡時に,当 該建物に対する支配が

顧客に移転するような場合には,そ の時点に収益を認識することになる(企 業会計基準委

員会2009a,pars.144-145)。

現行の会計基準においては,一 定の要件を満たす工事契約については,工 事進行基準に

よる収益認識が求められている。これに対 して,提 案モデルでは,工 事の進捗に応 じて投

下される個々の材料や建設作業についての支配が,顧 客に移転 しているか否かによって,

収益認識のあり方が異なることになる。

次に,事 例2を 用いて,工 事契約について,当 初取引価格アプローチを適用する場合の

会計処理を説明する。

事例2一 支配が連続的に移転する工事業者のケー ス

①A社(決 算 日は3月31日)は 工事業者であ り,X1年1月 に顧客 との間で,顧 客が所有す る

オ フィス ビルの耐震補強工事契 約を200百 万 円で締結 した。契 約上,工 事 はX1年6月 末 ま

で に終了す ることにな ってお り,工 事の完成時点で代金の全額を支払 うこととされてい る。

②A社 は契約締結時点 において,当 該工事に係 る費用を160百 万円 と見積 もった。

③ 期末 日で あるX1年3月31日 にお いて,A社 は実施 した作業の検査結果 に基づ き,工 事の50
パ ーセ ン トが終 了 した と評 価 した。 また,こ の時点 まで に生 じてい る費 用 は90百 万 円であ

り,今 後生 じる費用は,80百 万円 と予想 した。

④ 上記に示 した条件以外 に,A社 の履行義務 として識別 され る義務はな いもの とす る。

出典:企 業 会 計 基 準 委 員 会2009a(par.155)

事例2で は,A社 の履行義務 としては,耐 震補強工事サービスの提供義務が識別される。

当該サービスは,顧 客が支配するオフィスビルの価値を増加させるものであるから,顧 客
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に対 して 連 続 的 に支 配 を移 転 して い る もの と解 釈 す る。 それ ゆえ,サ ー ビ スの 提 供 に従 っ

て 履 行 義 務 が遂 行 さ れ,収 益 も認 識 され る こ と に な る(企 業 会 計 基 準 委 員 会2009a,par.

155)Q

X1年3月31日 に お いて,A社 の 工 事 サ ー ビスの 提 供 義 務 は50パ ー セ ン ト遂 行 され て い

る た め,こ れ に係 る履 行 義 務200百 万 円 の50パ ー セ ン ト(100百 万 円)が 収 益 と して 認 識 さ

れ る こ とに な る。 一一方,費 用 は 予 想 額 で あ る80百 万 円(160百 万 円 の50パ ー セ ン ト)を 超

え る90百 万 円が 生 じて い るが,こ の 費 用 の 超 過 発 生10百 万 円 に よ って 顧 客 に追 加 の サ ー ビ

スが 提 供 され て い るわ けで はな い た め,収 益 の 認 識 額 に は影 響 を 及 ぼ さな い。 な お,仮 に

今 後 生 じる 費 用 が100百 万 円 を 超 え る場 合 に は,不 利 な 契 約 と して の 会 計 処 理 が必 要 にな

る(企 業 会 計 基 準 委 員 会2009a,par.155)。

X1年3月 末 の 仕 訳 は以 下 の よ う にな る。

100百万円(貸)収 益100百 万円

90百万円(貸)未 払金ほか90百 万円

(借)売 上債権(契 約資産)

(借)売 上原価

事例2は 支配が連続的に移転するケースである。この場合において,収 益は,支 配の移

転とともに認識される。次の事例3は,支 配が連続的に移転 しない場合の会計処理を示す

ものである。

事例3一 支配が連続的に移転 しないケー ス

①B社(決 算 日は3月31日)は,ボ ー トの製造業者であ り,X1年1月 に顧客 との間で,大 型

の ボー トを製造 し,X1年12月 に引 き渡す契約を10百 円で締結 した。B社 は,ボ ー ト製造の

ための材料等をすべて 自社で調達 し,自 社工場の中で製造を行 ってい る。

② 契約上,ボ ー トの支配 は引渡時点で移転す ることとされてい る。

③X1年3月31日 において,B社 は ボー ト製造工程の50パ ーセ ン トが終了 した と評価 した。

④ 上記に示 した条件以外 に,B社 の履行義務 として識別 され る義務はな いもの とす る。

出典:企 業 会 計 基 準 委 員 会2009a(par.155)

事 例3に よ り,B社 の 履 行 義 務 と して は,ボ ー トの 製 造 ・引 渡 義 務 が 識 別 され る。 製 造

期 間 中 は,顧 客 は ボ ー トを 支 配 して いな い た め,ボ ー トの 製 造 の た めの 材 料 や 製 造 サ ー ビ

ス は,顧 客 に対 して 連 続 的 に移 転 しな い もの と考 え られ る。 したが って,ボ ー トの 支 配 が

移 転 す る引 渡 時 点 まで,履 行 義 務 は遂 行 され ず,収 益 も認 識 され な い こ と とな る。 す な わ

ち,B社 は,顧 客 に ボー トを 引 き渡 す 時 点 に,収 益 を 一 括 して 認 識 す る こ と とな る(企 業

会 計 基 準 委 員 会2009a,par.155)。

事 例3の よ うな 取 引 に お いて,顧 客 は仕 掛 中の 建 物 に関 す る経 済 的 便 益 を 享 受 で き るわ
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けではない。 したがって,こ のような取引では,製 造業者は,契 約条項に基づいて確実な

成果を上げたにもかかわ らず,引 渡時点に初めて顧客に支配を移転することにより,そ の

時点に収益を認識する。もし,そ うであるとすれば,こ れまで工事進行基準による収益認

識が求められてきた多 くの工事契約について,完 成引渡時のみに収益認識が求められるこ

とになると考え られる。

資産の支配の移転に関する契約条項が異なる事例に関する以上の説明を踏まえて,次

に,当 初取引価格アプローチに基づ く工事収益数値の有用性の有無について検討する。

IV当 初取引価格アプローチに基づく工事収益数値の有用性

財務報告の目的は,財 務諸表の利用者が不確実な将来の成果である企業のキャッシュ ・

フローの予測,ひ いては企業価値の評価に役立つ財務情報を提供することにある。このた

めには,企 業が資金をどのように投資 し,投 資にあたって期待された成果に対 して実際に

どれだけ成果をあげているかについての情報を提供することが重要である(企 業会計基準

委員会2007a,par.37)。

企業会計基準委員会が2008年12月 に公表 した討議資料「財務会計の概念 フレームワーク」

では,収 益および費用は,投 下資金が投資の リスクか ら解放された時点で把握されると述

べて られている。ここでの投資の リスクとは,投 資の成果の不確定性を意味 し,投 資にあ

たって期待された成果が事実となれば,リ スクか ら解放されることになる。このように,

収益は,投 資にあたって期待された成果に対比される事実が生 じ,投 資が リスクから解放

された時点で把握される。工事契約に基づ く事業活動は,工 事の進行を通 じて成果に結び

つけることが期待されている投資であり,そ のような事業活動を通 じて,投 資の リスクか

ら解放されることになる(企 業会計基準委員会2007a,par.40)。

収益は,取 引の成果をキャッシュ ・インフローという視点か ら把握する場合,そ れが確

実となったときに実績の成果として認識するものであり,そ れにより,財 務報告の利用者

が企業の将来キャッシュ・フローを予測する上で有用な情報を提供することが可能 となる。

成果が確実となるのは,通 常,契 約上の履行義務が遂行されるという事実に着目して,収

益を認識 している。 しか し,履 行義務の遂行に焦点をあわせることとしたこのような趣旨

と切 り離 して履行義務の遂行を形式的に解釈する場合には,意 思決定に有用な情報提供に

結びつかない契約が生 じることはあり得る(企 業会計基準委員会2009b,par.33)。

工事契約の収益認識に関 して,一 定の条件を満たす以上,工 事進行基準による収益認識
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が求められてきたのは,こ のような契約類型に関 しては,工 事進行基準により収益認識を

行うほうが,工 事完成基準により収益認識を行うよりも,企 業の将来キャッシュ ・フロー

を予測する上でより有用な情報提供ができると理解されてきたためと考えられる。すなわ

ち,法 律上の観点か らは未だ履行義務が遂行されたとはいえな くても,企 業の将来キャッ

シュ ・フローの予測にとってより有用な情報を提供するという財務報告の目的の観点から

は,一 定の条件を満たす工事契約にとって,契 約条項に従って工事を進捗させることこそ

が成果を確実にする重要な事実であ り,工 事が進捗 した部分については,成 果が確実 と

なったものとみて,そ の部分について収益認識を行ってきたものと考えられる(企 業会計

基準委員会2009b,par.34)。

しか し,収益認識 に関するIASBとFASBの 討議資料では,こ れまで,工 事完成基準に

比べてより有用な情報提供ができるものとして工事進行基準による収益認識が求められて

きた上記のような工事契約の多 くについて,完 成引渡時に一括 して収益を認識することが

求められる可能性があり,そ の場合には,現 行の工事進行基準と比べ収益認識が大幅に遅

れることになる(企 業会計基準委員会2009b,par.35)。

現行の工事進行基準を満たす工事契約は,企 業が,履 行義務を確実に遂行 しても,工 事

のプロセスにおいて,資 産の支配を顧客へ移転 していないため,収 益の計上ができない。

当初取引価格アプローチにおける取引の成果が確実になる時点は,資 産の支配の移転の時

点を意味 している。すなわち,支 配の移転が不連続である場合 には,当 初取引価格アプ

ローチに基づ く工事収益は完成引渡時点のみに認識 され,工 事完成基準 と同 じ結果を生

む。そのため,履 行義務の遂行に合わせて収益を認識する観点から見るならば,支 配の移

転に基づ く収益数値は意思決定にとって適時な情報開示とはな らず,工 事契約が数期にわ

たる場合,過 去の期間の成果が事後的に提供され,工 事収益に関する財務諸表の情報の有

用性を理論的に低下させると考える。

V終 わ り に

本稿は,IASBとFASBが 提案 した収益認識原則である当初取引価格アプローチの仕

組みを明確にした上で,収 益は履行義務の遂行に応 じて発生するところにその本質があ

り,収 益の発生のプロセスに即 して収益認識を行うことが,意 思決定有用性の観点から合

理性があることを論述 した。 したがって,そ のような観点に立つ限 り,資 産の 「支配の移

転」に焦点をあわせた当初取引価格アプローチに基づ く工事契約の収益数値には,理 論的
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な有用性が認められないという結論を導いたものである。

日本の工事契約に関する会計基準において,一 定の要件を満たす工事契約については,

進行基準による収益認識のほうが財務報告の目的に資する有用な情報を提供することがで

きる。すなわち,一 定の要件を満たす工事契約について進行基準による収益認識が求めら

れてきたのは,工 事完成基準よりも,工 事進行基準による収益認識のほうが,企 業の将来

キャッシュ ・フローを予測する上でより有用な情報を提供することができるという判断が

背景にあったのである。

そのため,IASBとFASBが 提案 した当初取引価格アプローチは,今 まで工事進行基準

が適用できた工事契約の中で工事中の資産が継続的に顧客へ移転 しない工事契約について

は,完 成引渡時点に一括 した収益認識が求められることになる可能性がある。これは,財

務諸表の情報の有用性に関する従来の考え方に従ったものではないと言える。

言うまでもな く,支 配の移転を重視する当初取引価格アプローチは,企 業会計基準委員

会が指摘 したように,収 益認識の過大表示や早期計上などの不正問題に関連する従来の収

益認識時点の曖昧さの問題を緩和す ることができる(企 業会計基準委員会2009a,par.

125)。 しか し,顧 客に資産を継続的に移転 しない場合において,工 事契約に伴う履行義務

が遂行されるにもかかわ らず,支 配の移転がないために収益を認識 しないことは,企 業活

動の経済実態を反映するものではない。そのため,当 初取引価格アプローチに基づ く収益

数値は,]Vに おいて論 じたように,工 事進行基準に基づいて得られた収益数値より有用で

あるとは必ず しも言えない。 したがって,一 一定の要件を満たす工事契約について工事進行

基準による収益認識を求める現在の在 り方は維持されるべきであり,あ るいは,工 事契約

に関する収益認識は,収 益認識に関するIASBとFASBの 共同プロジェクトの検討対象

か ら除いて,別 途に再検討することが妥当ではないかと付度する。

注

(1)具 体 的に,20世 紀型 の ビジネ スモデルで は,機 械設 備等 の生 産手段 を中心 と したマニ ュフ ァク

チ ュア リング型 ビジネ スモデルがその特徴をな していた。それ に対 して,21世 紀型の ビジネスモデ

ルでは,情 報通信技術の発達 とともに,デ リバテ ィブ等の金融商品や技術・ノウハ ウ・特許権 とい っ

た無形資産が企業価値創造の資源 と して重視 され,有 形財 ・金融財 ・無形財 とい う経済資源の共振

関係 として企業活動が成立す るところに特徴があ る(古 賀2009,序 にかえて,p.1,武 田2008b,河 崎

2007)。 その ような ビジネスモデル の変化 に即応す る形で会計理論 が発展 し,プ ロダク ト型 会計か

らファイナ ンス型会計,さ らに はナレッジ型会計へ と変貌を遂げてい る。新時代の会計の理論 と制

度構築の コア ・コンセ プ トをなす企業業績の評価尺度 は公正価値に求め られ,企 業の経済活動の経

済的実質を反映す るという観点か ら,公 正価値 は21世 紀型 ビジネスモデル に共通す る評価尺度 とし
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ての地位を 占め るに至 ってい る(古 賀2009,序 にかえて,p.1,浦 崎2002)。

(2)た とえば,こ の規定 によって,稼 得利益 は,包 括利益の一・部 と見な され,そ の余の部分に外貨換

算修正,売 却可能証券の未実現利得お よび損失,あ るいはデ リバテ ィブの公正価値 に基づ く評価差

額な どが包摂 され ることとな った(浦 崎2002,p。144)。

(3)実 現 した及 び実現可能 とい う用語は,厳 密な意味で用い られてお り,非 貨幣性資産の現金 または

現金請求権への転換 または転換可能性 に焦点を合わせてい る(FASB1984,fn.50,平 松 ・広瀬1990,

脚注⑳)。 稼得 とは収益を生み出す諸活動すなわ ち仕入,製 造,販 売,用 役の提供,財 貨の引渡 し,

他の企業に資産の利用権を与え ること,契 約に よって特定 されてい る事象の発生等を示す専門用語

であ る(FASB1984,fn.51,平 松 ・広瀬1990,脚 注6D)。

(4)米 国 にお いて1990年 代末 のIT産 業の収益計上 をめ ぐる不正 問題,さ らに2001年 のエ ンロン事件

を始め とす る会計上の不祥事の発生を契機 として収益の会計処理に関す る問題が浮上 してきた。販

売形態ない しサー ビス提供を中心 としてい る新 しい取引形態の出現 とともに,不 正な財務報告を行

う企業が増えて きた。た とえば,米 国 にお ける調査分析 によれば,調 査対象 とな る不正な財務諸表

事例の うち,過 半数の企業が収益の早期計上ない し過大表示を通 じて不正な財務報告を行 った こと

が明 らかにな った 伊2005,p.57)。 この点について,タ(2005)は 次のよ うに説明 してい る。 トレッ

ドウェイ委員会支援組織委員会(COSO)が1999年3月 に公 表 した報告 書 「不正 な財務報告1987-

1997」 によれ ば,不 正な財務報告を行 った企業の過半数は収益の早期計上ない し架空計上に関わ っ

て いた。また,そ の後 のAICPAの 公共監視審査会(POB)に 設定 された 「監査の有効性に関す る

委員会(オ マ リー ・パネル)」 が1997年 か ら1999年 までの調 査 によって,不 正 な財務報告 を行 った

企業の約7割 が収益の過大表示 に関わ って いることが明 らかにな った。

それ は,経 営者が,単 な る 「業績」を追求す るため に収益の早期計上あ るい は過大表示を行 って

い るのではな く,純 利益額 に対す る収益額優位 とい う 「市場に よる業績評価」 に反応 してい ること

を意味す る(田 中2003,p.4)。 す なわ ち,経 営者 は,「市場 による業績評価」が高ま るような収益認

識基準 ・表示方法を過度 に採用す ることが問題 とな っていたのであ る。

(5)た とえば,ケ ーブルテ レビ接続取引に関 して,SFAS51号 「ケー ブル テ レビ会社の財務報告」は,

ケー ブルテ レビ接続サー ビスを単独の稼得 プロセス として処理 し,接 続 により発生 した直接販売費

の範囲で収益を認識す ると規定 してい る。 これ に対 して,エ クササイズ ジムの メンバー情報の登録

プロセ スは,ケ ー ブルテ レビ接続サー ビス と経済的 に類似す るが,単 独の稼得 プロセス として見な

され ないた め,こ の登録 プロセス に関わ る払戻 不能 な入会 金 は収 益 と して認識 されない(AAA-

FASB2007,pars.5-6)Q

(6)契 約上のネ ッ ト・ポ ジシ ョンの概念 はよ く使用 されてい る。た とえば,金 融資産の譲渡に関す る

先物契約にお いて,両 方の当事者 は,将 来の一定の 日に約定 された対価 と金融資産を交換す る合意

に達す る。その後,契 約の当事者 は,約 定 された対価 と金融資産の時価 との関係を反映す る各 々の

契約上のネ ッ ト・ポジシ ョンを貸借対照表 に認識す る。 もし,約 定 された対価の測定額が金融資産

の時価を上回 るな ら,(a)対 価の支払いを約定 した当事者は,契 約の履行 により資産がネ ッ ト・ア ウ

トフロー とな るため,負 債を負 う。(b)その一方,金 融資産の譲渡を約定 した当事者 は,契 約の履行

により資産がネ ット・イ ンフロー とな るため,資 産を持つ。討議資料 にお ける顧客契約上のネ ッ ト・

ポジシ ョン(す なわ ち,資 産 と負債の結合)は,企 業の権利 と義務の関係 に依存 し,単 一の資産あ

るいは負債を生 じさせ る。 もし,残 余権利の測定額が残余義務の測定額を上回 るな ら,契 約は資産

とな る。 もし,残 余義務の測定額が残余権利の測定額を上回 るな ら,契 約 は負債 とな る。 この よう

な契約資産あ るい は契約負債は,企 業の残余権利 と残余義務に対す る契約上のネ ッ ト・ポ ジシ ョン

を反映す る(FASB2008,par.2.23)。

(7)財 やサー ビスの独立販売価格 とは,契 約 開始 時点において(す なわち,財 やサー ビスの束の一・部)

財やサー ビスを個別 に販売 した と仮定 した場合の価格であ る。その価格 に関 して最 も明 らかな証拠

とは,企 業 が実際 に財 またはサー ビスを個別 に販売す る ときの独 立 した販 売価格 であ る(FASB

2008,par.5.46)。 また,独 立販売価格が観察不可能な場合 には,企 業は独立販売価格を見積 もる必

要があ る(FASB2008,par。5.46)。

(8)環 境条件 にお ける不利な変動 により,履 行義務の測定が不適切 とな る場合に は,企 業は当該履行
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義務を上方 に再測定 しな ければな らな い。すなわ ち,履 行義務の簿価が資産(財 やサー ビス)の 移

転を忠実 に反映す ることが できなければ,履 行義務 は上方 に最 測定 されなければな らない(FASB

2008,par.5。58)○

(9)典 型的に,顧 客 は,商 品の物的所有権を獲得す るときに,当 該商品を支配す ると考え られ る。 し

か し,企 業 は商品の物的所有権を保有す るが,当 該商品を支配 しない場合 もあ る。た とえば,請 求

書 と保管合意 によって,企 業は商品の物的所有権を保有す るが,当 該商品を支配 しない。 この よう

な契約 により,企 業は他の契約を遂行す るため に当該商品の利用ができず,実 際に は,単 に顧客の

資産 に関す る保管サー ビスを提供す る(FASB2008,pars.4.5-4.6)。

⑩ 資産の支配 とは,所 有権の移転ではな く,他 者がその経済的資源 にア クセスす る(享 受す る)こ

とが できず,認 識主 体 のみが経済 的便 益 を享 受で き る状態 をい う(浦 崎2002,p。88,武 田2009b,

pp.694-702)o

ql)成 果の確実性が認め られ るため には,次 の要素につ いて,信 頼性を もって見積 もることがで きな

ければな らな い。①工事収益総額の信頼性を もった積 り一信頼性を もって工事収益額を見積 もるた

めの前提条件 と して,工 事の完成見込みが確実であ ることが必要であ る。 また,工 事契約において

当該工事につ いての対価の定めが あることも必要であ る。②工事原価総額の信頼性を もった見積 も

り一信頼性を もって工事原価総額を見積 もるためには,工 事原価の事前の見積 もりと実績を対比す

ることにより,適 時 ・適切 に工事原価総額の見積 もりの見直 しが行われ ことが必要であ る。⑧決算

日にお ける工事進捗度の信頼性を もった見積 もり 決算 日に工事進捗度を見積 もる法 として原価比

例法を採用す る場合 には,前 項の① と②の要件が満た されれば,通 常決算 日にお ける工事進捗度 も

信頼性を もって見積 もることがで きる(企 業会計基準委員会2007a,pars.9-13)。
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